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一般競争入札公告 
 

 独立行政法人国立女性教育会館において、下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

記 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）件  名   不動産鑑定評価業務 

（２）納入期限   令和８年３月３１日  

（３）契約期間   契約締結日～令和８年３月３１日 

（４）納入場所   埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷７２８番地 

          独立行政法人国立女性教育会館 

（５）納入方法   別紙仕様書に基づき業務を行う 

（６）入札方法   落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０

パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

          なお、消費税率については、当該契約物の引渡日における税率による

ものとする。 

 

２．競争参加資格 

（１）独立行政法人国立女性教育会館契約事務取扱要領第１３条の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和 7・8・9 年度に「役務の提供等」

の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。 

（３）次の条件のいずれにも該当する不動産鑑定士を配置できること。 

 ア 不動産鑑定業者である不動産鑑定士又は不動産鑑定業者の従事者である不動産鑑定士

であること 

 イ 令和４年４月１日以降に、不動産鑑定評価基準に沿った鑑定評価（公的土地評価に係

る鑑定評価を含む）を１件以上行った実績を有すること。 

   なお、不動産鑑定士補となるために必要な実務経験及び不動産の鑑定評価に関する法

律（昭和３８年法律第１５２号、以下「不動産鑑定評価法」という。）第１４条の２に規

程する実務修習で実施した不動産の鑑定評価は算入しない。 

 ウ 不動産鑑定評価法第４０条の規定による懲戒処分を受けた場合においては、開札日時

点において、その処分に係る不利益処分が終わった日から３年を経過していること。 

（４）現在、国又は政府関係機関等からの補助金交付の停止又は契約に係る取引停止等の処

分を受けていないこと。 

（５）事務局長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者、又はこれに準ずる者として官

庁等から排除要請を受け、その状態が継続していないこと。本件業務に関し、暴力団関

係者は入札に参加できない。 

 

３．入札説明書等の交付場所 

   場所 独立行政法人国立女性教育会館本館２階財務・企画課 

 

４．入札書受領期限及び提出先 

（１）日時 令和７年１２月４日（木）１７時００分 

   郵送の場合は書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 
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（２）場所 独立行政法人国立女性教育会館本館２階財務・企画課 

 

５．開札の日時及び場所 

（１）日時 令和７年１２月５日（金）１４時００分 

（２）場所 独立行政法人国立女性教育会館本館２階会議室（予定） 

 

６．入札保証金及び契約保証金 

   免除する。 

 

７．入札の無効 

   本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、その他独立行政法人国立女

性教育会館契約事務取扱要領第１７条第１項、第２項各号に掲げる入札書は無効とする。 

 

８．契約書作成の要否 

   契約を締結するに当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

９．落札者の決定方法 

   独立行政法人国立女性教育会館契約事務取扱要領第１８条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。 

 

１０．支払条件 

   代金は、納品の検査終了後適法な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに支

払うものとする。 

    

 

１１．本件調達に関する照会先 

（１）所在地  埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷７２８番地 

（２）機関名  独立行政法人国立女性教育会館財務・企画課 

（３）電話番号 ０４９３－６２－６７１７ 

 

１２．当会館が行う契約に係る情報の公表について 

   別紙参照のこと。 

 

                                以上公告する。 

 

     令和７年１１月１７日 

 

                   独立行政法人国立女性教育会館 

                      事務局長  磯 山 武 司 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 
独立行政法人国立女性教育会館が行う契約に係る情報の公表について 

 
                      平成２３年６月 
                      独立行政法人国立女性教育会館 
 

 独立行政法人国立女性教育会館が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状

況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 

 これに基づき、以下のとおり、当会館との関係に係る情報を当会館のホームページで公表

することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若し

くは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせてい

ただきますので、ご了知願います。 

 

１ 公表の対象となる契約先 

  次のいずれにも該当する契約先 

（１） 当会館において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相

当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職し

ていること 

（２） 当会館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

    ※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

 

２ 公表する情報 

   上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結

日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

（１） 当会館の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当会館ＯＧ、ＯＢ）の人数、職名及

び当会館における最終職名 

（２） 当会館との間の取引高 

（３） 総売上高又は事業収入に占める当会館との間の取引高の割合が、次の区分のいずれ

かに該当する旨 

    ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

（４） 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 

３ 当方に提供していただく情報 

（１） 契約締結日時点で在職している当会館ＯＧ、ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及

び当会館における最終職名等） 

（２） 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当会館との間の取引高 

 

４ 公表日 

    契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約につい

ては原則として９３日以内） 

 

 


